
学
生
納
付
特
例
の
ご
案
内

　

20
歳
以
上
の
方
は
、
学
生
で
あ
っ
て
も

国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

し
か
し
、
学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得

が
少
な
い
た
め
、
本
人
の
所
得
が
一
定
以

下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が

あ
り
ま
す
。

◆
対
象
と
な
る
方

　

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大
学
（
大
学

院
）、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専

門
学
校
、専
修
学
校
、及
び
各
種
学
校
（
修

業
年
限
1
年
以
上
で
あ
る
課
程
）、
一
部

の
海
外
大
学
の
日
本
分
校
に
在
学
す
る
方

で
す
。
な
お
、
夜
間
・
定
時
制
課
程
や
通

信
制
課
程
を
含
み
ま
す
。（
一
部
対
象
外

の
学
校
が
あ
り
ま
す
。）

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
申
請
の
対
象
期
間
が

拡
大
さ
れ
ま
す
！

◆ 

過
去
2
年
間
に
国
民
年
金
保
険
料
の
未

納
期
間
が
あ
る
方
へ

　

国
民
年
金
は
、
所
得
が
少
な
い
時
や
失

業
等
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

経
済
的
に
困
難
な
場
合
、
保
険
料
の
免
除

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

平
成
26
年
4
月
か
ら
は
、
過
去
2
年
1

か
月
分
の
免
除
申
請
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

○ 

こ
れ
ま
で
は
、
過
去
分
の
国
民
年
金
保

険
料
の
免
除
（
※
）
が
受
け
ら
れ
る
期

間
は
、
申
請
の
直
前
の
7
月
（
学
生
納

付
特
例
は
直
前
の
４
月
）
ま
で
の
１
年

以
内
で
し
た
。

○ 

平
成
26
年
４
月
か
ら
は
、
申
請
時
点
の

２
年
１
か
月
前
の
月
分
ま
で
申
請
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※ 

免
除
と
は
、全
額
免
除
、一
部
免
除
（
３

／
４
、
半
額
、
１
／
４
）、
若
年
者
納

付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の
こ
と
で
す
。

◆ 
失
業
な
ど
の
特
例
免
除
の
対
象
期
間
も

拡
大
さ
れ
ま
す

○ 

災
害
・
失
業
な
ど
を
理
由
と
し
た
免
除

（
特
例
免
除
と
い
い
ま
す
）
は
、
こ
れ

ま
で
は
、
申
請
時
点
の
年
度
ま
た
は
前

年
度
に
災
害
・
失
業
な
ど
の
理
由
が
あ

る
こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

◆
承
認
期
間
と
更
新
手
続
き

　

学
生
納
付
特
例
の
承
認
期
間
は
4
月
か

ら
翌
年
3
月
ま
で
と
な
り
ま
す
が
、
次
の

年
度
も
在
学
予
定
で
あ
る
場
合
、
3
月
下

旬
に
は
が
き
形
式
の
更
新
用
の
申
請
書
が

送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
同
一
の

学
校
に
在
学
す
る
場
合
は
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
請
書
を
紛
失
し
た
場
合
は
市

役
所
市
民
課
各
窓
口
に
学
生
証
の
写
し
ま

た
は
在
学
証
明
書
（
原
本
）
を
持
参
の
う

え
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
申
請
受
付
時
期
に
つ
い
て

　

平
成
26
年
度
分
（
平
成
26
年
4
月
分
〜

平
成
27
年
3
月
分
）
の
学
生
納
付
特
例
の

受
付
は
、
平
成
26
年
4
月
1
日
㈫
か
ら
開

始
し
ま
す
。

◆
将
来
の
年
金
額
を
増
や
す
た
め
に

　

承
認
さ
れ
た
期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
取
る
た
め
に
必
要
な
期
間
に
算
入
さ

れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ

ん
。

　

就
職
な
ど
で
収
入
が
得
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
場
合
は
、
将
来
受
け
取
る
年
金
を

増
額
す
る
た
め
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
保

険
料
を
納
め
る
事
が
で
き
る「
追
納
制
度
」

を
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
承
認
を
受
け
た
年
度
の
翌
年

度
か
ら
起
算
し
て
3
年
度
目
以
降
は
、
当

時
の
保
険
料
に
一
定
の
金
額
が
加
算
さ
れ

ま
す
。

○ 

平
成
26
年
4
月
か
ら
は
、
災
害
・
失
業

な
ど
の
前
月
か
ら
災
害
・
失
業
な
ど
が

あ
っ
た
年
の
翌
々
年
6
月
ま
で
の
期
間

に
つ
い
て
、
特
例
免
除
の
申
請
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。（
平
成
26
年
3

月
以
前
に
あ
っ
た
災
害
・
失
業
も
対
象

と
な
り
ま
す
が
、
過
去
分
の
審
査
対
象

期
間
は
、
2
年
1
か
月
前
ま
で
で
す
）

◆
ご
注
意
く
だ
さ
い

○ 

２
年
１
か
月
前
の
月
分
ま
で
免
除
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
申
請
が

遅
れ
る
と
万
一
の
際
に
障
害
年
金
な
ど

を
受
け
取
れ
な
い
場
合
や
、
失
業
な
ど

の
特
例
免
除
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
す
み
や
か
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

○ 

申
請
期
間
に
対
応
す
る
前
年
所
得
に
基

づ
き
、
審
査
を
行
い
ま
す
の
で
、
免
除

が
承
認
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

 　

な
お
、
全
額
免
除
と
一
部
免
除
は
配

偶
者
お
よ
び
世
帯
主
、
若
年
者
納
付
猶

予
は
配
偶
者
に
つ
い
て
も
所
得
審
査
を

行
い
ま
す
。
配
偶
者
や
世
帯
主
が
失
業

な
ど
に
該
当
す
る
場
合
も
免
除
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　　

各
種
手
続
き
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、
年
金
事
務
所
ま
た
は
市

民
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問い合わせ先
市民課　☎（40）5556
栃木年金事務所
☎0282（22）6074、 4134

国民年金だより
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